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新たな視点による今後の行政改革について（提言）  

― 市 民 本 位 の 行 財 政 改 革 の た め に ―  

 

 

はじめに  

 我が国の経済社会は、国内外の経済が不安定な動きを見せる中で、少子

高齢社会のもとで人口減少という歴史上経験したことのない状況に直面し

ている。こうした状況のもとで地方財政は、国とともに多額の借金を抱え

ながら難しい舵取りが迫られている。 

今後も、このような状況が続くと見込まれる現状では、いずれの自治体

も不断の行政改革をとおして、効率的で効果的な行政運営に努めなければ

ならないことは言うまでもない。とりわけ藤沢市は、どのような環境変化

にも対応できる自立した自治体経営を目指すべきである。 

 今日の行政改革は、１９８０年代からスタートし、既に四半世紀が経過

している。ここでの改革は、民間の経営手法に学びながら、行政のスリム

化、効率化を進めて「小さな政府」を目指すものである。このような市場

主義的な改革は、パブリック・マネジメント（公共経営）と名付けられ、

各国の行政改革で実践されてきたところである。 

 藤沢市も早くからパブリック・マネジメントの手法を取り入れ、「官」

から「民」へのスリム化を進め、行政サービスや組織の効率化に向けて行

政改革を実施し、外部評価も含めてチェック体制も整備してきた。このよ

うな改革姿勢は、今後も継続して、一層推進する必要がある。市民から預

かった貴重な税金を無駄なく有効に活用するためには、パブリック・マネ

ジメントに基づく改革は、今後も重要だからである。 

また一方では、行政は市民のためにあるのであって、「市民本位の行財

政改革」を心がけるべきである。市場主義に基づくスリム化や効率化を進

めるあまり、市民本位の視点を忘れてはならない。特に、福祉や医療、教

育などの“人によるサービス”が要求される分野では、市場主義より市民

本位の市民主義ともいうべき視点が重要である。 

 さらに、一層開かれた行政を推進し、透明性を高めるには、行政で保有

している情報を積極的に公開することが第一であるが、それとともに、市

民に対して、積極的に説明する説明責任があることは言うまでもない。 

 本協議会は、これまでの改革方針を支持しながらも、「市民本位の行財

政改革」を推進することを提言する。 
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第１．市民本位の行財政改革 

 市民の視点に立った市民本位の行財政改革を進めるため、次の 5 つの重

点項目について取り組むべきである。 

 

 

１．市民と行政で取り組む公共経営 

 パブリック・マネジメントの考え方に基づいて、引き続き、経営的視点

で行政改革を推進することが必要である。併せて市民の視点をより一層取

り入れて、行政と市民が協働で行政運営に取り組むべきである。そのため

には、多様な主体との協働や近隣市町との連携を推進することが求められ

る。 

 

（１）市場主義から市民主義へ 

 市場主義とは、政府の役割は舵取り役で効率を重視して意思決定を行う

ものであるが、これに対して、市民主義では、政府の役割は主権者たる市

民への奉仕者と位置づけられ、民主的決定を尊重するものである。このよ

うな考え方に基づき、市民との協働のガバナンスを築いて進めることが求

められている。 

行政改革の考え方として、パブリック・マネジメントの市場主義は引き

続き必要であるが、市民本位の行財政改革を進めるためには、市民主義と

いう考え方も取り入れることも必要である。 

 

（２）官民連携の推進（多様な主体との協働） 

 今後、さらに増大し多様化が予想される行政需要に対するサービスの提

供については、その全てを「官」が担うことは、藤沢市の財政状況等から

勘案しても、事実上不可能である。今後は、住民団体をはじめとし、ＮＰ

Ｏ（非営利団体）や企業等の多様な主体と連携する仕組みを整えていくべ

きである。 

 行政サービスの提供領域を「官」と「民」で担うのに際しては、相互に

依存するのではなく、自主・自立の関係で協働して新しい「公共」を創る

必要がある。「民」には民間企業だけでなく、住民団体やＮＰＯなど様々

な団体が育っている状況もあり、サービスの質も確保しながら、「官」と

「民」が連携・協力して事業に取り組むことが重要である。 
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（３）広域連携の推進 

 医療や環境など高度な技術や施設などを必要とする行政サービスが増え

てきている。これらの行政需要に、一自治体が応えるには、効率・効果の

面で問題があり、また、財政状況などを考慮すると非常に厳しいものがあ

る。これらの課題に対応するためには、近隣市町と連携して相互に補完し

つつ、広域化を進め、一層の広域行政を推進すべきである。 

 

（４）情報公開と説明責任の更なる推進 

 開かれた行政を目指して、市民への情報公開が進められているが、市民

の視点から、より分かりやすく、利用しやすい公開に努めるべきである。

幸いなことに今日では、情報はインターネットをとおして、いつでもどこ

でも容易に入手できるようになった。藤沢市もホームページ等で多くの情

報を公開しているが、市民にとって、より分かりやすく利用しやすいよう、

常に改善を進め、情報公開をさらに推進することにより、行政の説明責任

をより一層果たすべきである。 

 

 

２．市民のための分権 

 国から地方へ権限と財源を移す地方分権は、引き続き進められるべきで

あり、その受け皿たる藤沢市が市民本位の行政を行うためには、行政内部

の分権（庁内分権）と行政から地域への都市内分権（地域分権）を進める

必要がある。 

 市民との協働のガバナンスを築くためには、行政は市民に最も近い現場

部門が、一定の権限をもって柔軟に市民の要望に応えられる庁内分権体制

を築いておく必要があり、また、市民やＮＰＯ等も一定の権限と責任をも

って参加できる地域分権体制でなければ、その役割が果たせないからであ

る。 

 

（１）庁内分権の推進 

 縦割り行政の弊害は、行政の無駄を生み組織の硬直化をもたらしてきた。

パブリック・マネジメントの説くところは、政策決定の集権化と事務執行

の分権化である。行政内部の分権である庁内分権（組織内分権）を推進す

ることにより、事務執行にあたる事業部門に予算と権限を与え、市民に近

いところで市民のニーズに迅速かつ的確に応えられるよう行政サービスを

提供できる仕組みをつくるべきである。 
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（２）地域分権の推進 

 地域に関することは、地域自ら考えて決定する仕組みを構築していく必

要がある。この都市内分権を推進するためには、市民が参画しやすいよう

な仕組みやネットワークを構築する必要がある。自治会の組織力が弱る中

で、こうした地域分権は、協働のガバナンスのためにも非常に重要な取り

組みであるので是非とも推進すべきである。 

 藤沢市は、既に１３地区の市民センター・公民館に、地域における市民

参加や地域自治の歴史がある。地域分権をより一層推進するためには、一

定の事務権限や地域に必要な予算などの権限をさらに移譲し、地域の問題

はできるだけ地域で民主的・自立的に解決できるよう、地域住民が参画し

やすいシステムを構築することが必要である。 

 

（３）市民参画の促進 

 地域分権の推進のためには、市民が行政に対してより一層の関心をもっ

てもらう工夫が必要である。市民参画を促す制度を様々な面から整備する

とともに、市民に対する信頼性と透明性を高めるため、積極的な情報公開

をさらに進めるべきである。 

 

 

３．人材の最適活用 

 職員定数の適正化を含めて行政改革を進める中で、職員の意識改革と能

力の向上を図ることは、人的資源の効率化と有効化のために重要である。

また、パブリック・マネジメントを市民とともに進めるためには、職員も

コスト意識などの経営感覚を磨いて仕事を行うよう努めるべきである。 

 

（１）人材育成・適正配置 

 職員研修等の充実を図りながら、人材育成と適材適所の職員配置を積極

的に進めるべきである。職員は行政の貴重な資源、財産であり、職員のや

る気や意識の高揚を図り、組織の活性化を図ることが重要である。 

 職員が仕事によって自己実現を図ることができ、達成感や充実感を得ら

れるように、努力をした人、創意工夫をした人、結果を出した人が報われ

る仕組みをつくるとともに、能力・資質に合った配置を進めることで、人

材の最適活用を図るべきである。 
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（２）職員の意識改革（経営的な意識の向上） 

 行政は、サービス業であり市民に奉仕する組織である。したがって、職

員は、コスト意識など民間の経営感覚をもって業務に従事することが重要

である。職員がいかにコスト意識を持ち、自らが経営者ならば、どのよう

に事業を行うかという意識が重要である。そのためには、経営理念・ビジ

ョンの組織浸透、人材能力開発、モラールアップ、コミュニケーションの

円滑化等の仕組みの構築をとおして、意識改革を行うことが必要である。 

 

（３）人事評価制度の強化 

 藤沢市では、人事評価制度が既に導入されている。しかしながら、その

活用が、昇任等に限られていることから、給与等への反映により一層活用

を促進すべきである。やる気のある職員が報われる評価制度を早期に確立

すべきである。 

 

 

４．効率的で効果のある行政運営 

 パブリック・マネジメントの行政運営では、PLAN（予算）・DO（執行）

・CHECK（評価）・ACTION（反映）のＰＤＣＡサイクルが効果的に機能す

る予算・決算制度が必要である。 

また、評価をとおして、事務事業を見直し、改善を図り、結果として効

率的で効果的な行政サービスが提供されるよう工夫すべきである。 

 

（１）評価制度の改善 

 ＰＤＣＡサイクルのうち CHECK の評価については、事務事業評価として

実施してきたが、今後とも事業評価の精度の向上と数値目標の設定・評価

結果の公表をとおして評価制度の改善を進めていくことが必要である。な

お、外部からの事務事業評価も一部の重要事業等について実施しているが、

さらに評価対象事業を拡大するなど、第三者評価を重視すべきである。 

 

（２）行政サービスのスクラップ・アンド・ビルドの徹底 

 急速な社会経済環境の変化や、市民ニーズの高度化・多様化などに的確

に対応していくには、常に、行政の事務事業全般について見直しを行い、

スクラップ・アンド・ビルドを前提とした、簡素で効率的な行政システム

を確立する必要がある。 

 今までの行政サービスは、市民の要望に応えて「あれもこれも」提供し
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てきた傾向があるが、行政改革のもとでは「あれかこれか」の選択をしな

ければならない。そのためには、行政の事務事業の全てについてＰＤＣＡ

サイクルによる行政運営とともに、スクラップ・アンド・ビルドを徹底し

て行い、真に必要な行政サービスを市民とともに選択していくべきである。 

 

（３）収入の確保 

 支出面の効率化とともに、収入面の確保も重要である。国・県からの補

助金がこれからも減少することが予測されることから、安定的な税収が確

保されるような税源の涵養等、新たな収入の確保に努めるべきである。ま

た、公平な課税を確保するため、市税の徴収率のアップに努めるとともに、

受益者負担の適正化も図るべきである。 

 

 

５．健全な財政運営 

厳しい財政状況のもとでは、最少の経費で最大の効果をあげることので

きる健全な財政運営を確保することが重要である。市の財政状況を常にチ

ェックし、同時に、市民へも情報公開する必要がある。 

 

（１）「健全な財政運営」の確保 

「地方財政法」では、「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め

る」ことが規定されている。健全な運営とは、収支均衡の確保、財政構造

の弾力化、持続性の確保などである。これらのことを常に確保するよう努

めることが必要である。 

 

（２）新たな財政指標の活用 

 平成２０年度から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（財政

健全化法）が一部施行され、平成１９年度決算から、財政健全性の指標で

ある健全化判断比率の公表が義務づけられた。従来の実質赤字比率、実質

公債費比率に加え、連結実質赤字比率と将来負担比率の４つの財政指標が

公表され、市民もこれらの財政指標をとおして、財政の健全度をチェック

することができるようになった。 

 財政指標は専門的で分かりにくい部分もあるので、行政は市民により分

かりやすい方法で積極的に公表し理解を得るべきである。 

 

 



- 7 - 

（３）公会計制度の整備・改善 

 藤沢市は早くから企業と同様のバランスシートなど財務書類を作成し、

市民に対し積極的に情報公開を行ってきた。今後とも、公会計制度のさら

なる整備と改善に努めながら、市民にとってより有用で分かりやすい情報

を提供し、説明責任を果たすべきである。 

 

 

 

第２．第３次行政改革の継続 

 第３次行政改革は、本協議会が２００５年（平成１７年）８月１１日に

市長に答申し、副題として「市民視点の行財政改革：終わりなき行革の闘

い」を掲げた。 

 これは、これまでの改革の足らざる点を、「市民の視点」に立って取り

組み、併せて、改革の推進には、職員が改革を「日課」とするための一層

の意識改革が不可欠と考えたものである。 

第３次行政改革は、平成２２年度までの５年間となっており、今年度は

３年目の中間年として中間総括を行う年度となっている。この中には、第

１次、第２次の行政改革から継続して取り組んでいる出資団体改革などの

主要な課題や、この５年間において数値目標や達成目標を掲げ取り組んで

いる課題などもあり、これらの課題を含めて、終了したもの、継続して進

行管理すべきものなど、改めて課題の整理を行う必要がある。 
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 むすび 

 地方財政は、かつて経験したことのないほどの借金を抱え、多くの自治

体で危機的な状況にある。しかし、行政に求められる役割は、社会保障を

中心に年々膨れており、それゆえ徹底した不断の行財政改革が求められる。 

 本提言は、こうした状況を踏まえ、「市民本位の行財政改革」の理念を

もとにまとめたものである。本提言を真摯に受け止め、新たな視点による

今後の行政改革の基本的な方針を定め、市民のために、市民と行政の連携

・協力による行政改革に努めてもらいたい。 

 最後に、本協議会の今後のあり方について触れておきたい。これまで本

協議会は、市長の諮問を受け、今後の行政改革の方向性について提言を行

い、行政改革の進行管理を主として担ってきた。しかしながら、行政改革

をより実効性のあるものにするためには、こうした外部委員で構成される

機関をより積極的に活用できるよう機能と権限を拡充するなど見直しを行

い、新たな機関への転換も視野に入れ検討すべきことを付言しておく。 

 

 


